
証券コード：7504

第 59 回  定 時 株 主 総 会

招 集 ご 通 知
お願い

新型コロナウイルスによる感染症の拡大が懸念
されておりますので、株主総会ご出席に際しま
しては、ご自身の体調をご確認のうえ、感染防止
にご配慮くださいますようお願い申し上げます。
また、株主総会会場において、感染防止のための
ご協力をお願いする場合がございますので、ご理
解賜りますようお願い申し上げます。

　

開催日時 2022年６月23日(木曜日) 午前10時30分

開催場所 仙台市青葉区中央１丁目１番１号
ホテルメトロポリタン仙台　４階
千代の間（西南）

議　　案 第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取
締役を除く。）７名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役４名
選任の件
第４号議案　補欠の監査等委員である取締
役１名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取
締役を除く。）の報酬額改定の件
第６号議案　監査等委員である取締役の報
酬額改定の件

会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の
「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのない
ようにご注意ください。
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証券コード　7504
2022年6月8日

株　主　各　位
仙台市宮城野区扇町七丁目４番20号

代 表 取 締 役 会 長 赫　 高 規

１．日 時 2022年6月23日（木曜日）午前10時30分
２．場 所 仙台市青葉区中央１丁目１番１号

ホテルメトロポリタン仙台　４階　千代の間（西南）
（会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第59期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並び

に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第59期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
監査等委員である取締役４名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額改定の件

第59回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月22日（水曜日）午後6時ま
でに3頁の議決権行使の方法により行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

－ 1 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

４．その他本招集ご通知に関する事項
　次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（アドレスhttps://www.kohsoku.com）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書
面には記載しておりません。
1.事業報告「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保する
ための体制の運用状況の概要」、「会社の支配に関する基本方針」
2.計算書類等「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」
　したがいまして、本招集ご通知提供書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、
会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連
結計算書類及び計算書類の一部であります。

以　上

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.kohsoku.com）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご返
送ください。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年６月23日（木曜日）
午前10時30分

2022年６月22日（水曜日）
午後６時到着分まで

2022年６月22日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、４、５、６号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使と
してお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。1

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日９：00～21：00）

－ 4 －



（2021年4月 1日から
2022年3月31日まで）

区　　分 商　　　　　　品
食 品 容 器 トレー、弁当容器、フードパック、折箱、魚函、インジェクション容器　他
フィルム・ラミネート ラップ、レジ袋、ストレッチフィルム、ラミネートフィルム　他

紙 製 品 ・ ラ ベ ル 印刷紙器、包装紙、紙袋、シール、ラベル、記録紙、チラシ、コピー
用紙　他

機械・設備資材・消耗材
包装機、食品加工機、物流機械、厨房機器、店舗関連機器、コンテナー、
パレット、かご車、冷凍パン、テープ類、PPバンド、緩衝材、ディスプレー
用品、事務用品、洗剤、衛生消耗品、割箸、バラン、リサイクルトナー　他

段 ボ ー ル 製 品 段ボールケース、ハイプルエース、紙緩衝材コア、段ボールシート　他
そ の 他 トレー原反、原紙、プラスチック原料、デザイン　他

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、大きく停

滞する状況が続きました。さらに国際情勢が不安定化する中、原料価格や燃料費高騰を始めとする
物価高騰により、今後の国内景気の先行きについては極めて不透明な状況にあります。

当社グループの主要顧客においては、新型コロナウイルス感染症対策の「巣籠り消費」に伴う内
食需要の増加により、堅調に推移した業種がある一方、まだ多くの業種においては新型コロナウイ
ルス感染症拡大のマイナスの影響は大きく残り、総じて経営環境は大変厳しいものとなっておりま
す。

このような環境の中、当社グループにおきましては、「包装を通して、すべてのステークホルダ
ーに『高速ファン』を増やし、社会にとって有用な『グッドカンパニー』を目指す」という長期経
営ビジョンのもと、「食の流通を支える」、「食の安全安心に貢献する」さらに「買い物の楽しさ
や食品のおいしさを演出する」という当社の社会的役割を果たしながら、お客様への商品の安定供
給、企画の提案や情報提供を継続してまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高918億17百万円（前期比6.2％増）、営業利益
36億96百万円（同10.7％増）、経常利益38億98百万円（同10.2％増）、親会社株主に帰属する当
期純利益26億62百万円（同10.0％増）となりました。

商品分類別売上
　当社グループにおける商品分類は、下記のとおりとなっております。
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（単位：千円）
区 分 売 上 高 構 成 比(％)

食 品 容 器 35,017,867 38.1
フ ィ ル ム ・ ラ ミ ネ ー ト 17,978,526 19.6
紙 製 品 ・ ラ ベ ル 12,792,283 13.9
機 械 ・ 設 備 資 材 ・ 消 耗 材 18,782,776 20.5
段 ボ ー ル 製 品 5,030,260 5.5
そ の 他 2,216,068 2.4
合 計 91,817,782 100.0

販売実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。

②　設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資は、24億5百万円（有形及び無形リース資産並びに無形固定資

産を含み、建設仮勘定の純減少額を控除。）となっております。
うち、主なものは当社による札幌営業部移転に伴う土地の取得価額14億14百万円であります。

③　資金調達の状況
当社及び連結子会社１社（㈱清和）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６

行と、61億30百万円の当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る未使用借入枠は、全額の61億30百万円でありま

す。

（単位：千円）

区 分 第　56　期
2019年3月期

第　57　期
2020年3月期

第　58　期
2021年3月期

第59期(当期)
2022年3月期

売 上 高 86,519,630 88,588,431 86,494,620 91,817,782
経 常 利 益 3,304,208 3,346,057 3,537,423 3,898,876
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,344,606 2,270,833 2,419,502 2,662,056

１株当たり当期純利益 121円40銭 117円58銭 125円28銭 137円84銭
総 資 産 48,031,047 47,336,276 50,711,896 52,473,421
純 資 産 27,064,020 28,540,374 30,369,379 32,137,796

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度（第58期）の売上高の金額
については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
高 速 シ ー パ ッ ク ㈱ 65,000千円 100.0％ 印刷紙器、ラベル等製造及び販売
㈱ 清 　 　 　 和 95,450 100.0 茶包装資材製造及び販売
日 本 コ ン テ ッ ク ㈱ 90,000 100.0 物流資材・機材等販売
プラス包装システム㈱ 20,000 100.0 合成樹脂製品製造及び販売
常 磐 パ ッ ケ ー ジ ㈱ 95,000 100.0 段ボール、緩衝材等製造及び販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

【中長期経営計画の経営基本方針】（2018～2025年度）
ア．マーケットに対する取組み
・新規開拓・深耕活動の徹底、営業所開設やＭ＆Ａの活用により、全国展開を推進する。
イ．得意先に対する取組み
・信頼されるサービスの提供により、顧客満足度の向上を目指す。
ウ．取引先（仕入先）に対する取組み
・新商品の拡販・共同の製品開発を通じ、取引したい企業No.1を目指す。
エ．株主様に対する取組み
・企業価値・株主価値の向上のため、企業の成長と連続増配を継続する。
オ．地域社会に対する取組み
・ＥＳＧ経営を推進することにより、地域社会に愛される企業となることを目指す。
カ．従業員と家族に対する取組み
・働きがいのある企業作りを通じて、従業員満足度の向上を目指す。

⑷　対処すべき課題
2022年度における我が国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大は徐々に
収束するものの、国際情勢の不安定化に伴い、原料価格高騰や燃料費高騰を始めとする物価高騰が続
くものと想定しております。当社グループを取り巻く環境においては、原料価格や燃料費高騰のみな
らず、各業態を超えた競争の激化や人件費等の増加、個人消費の低迷等を受け、厳しい状況が続くこ
とが見込まれます。
このような環境をふまえ、当社グループでは2018年4月からスタートさせた中長期計画において、

「包装を通して、すべてのステークホルダーに『高速ファン』を増やし、社会にとって有用な『グッ
ドカンパニー』を目指す」という長期経営ビジョンを掲げるとともに、以下の経営基本方針に基づく
取組みを通じて「価値」を提供する取組みを継続してまいります。
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⑸　主要な事業内容（2022年3月31日現在）
　当社グループの主要な取扱商品につきましては、「⑴　当事業年度の事業の状況」の「①　事業の
経過及び成果」（5頁）に掲げております商品分類表をご参照ください。

本 社 仙台市宮城野区扇町七丁目4－20

営 業 所 等

仙台営業部、函館（北斗市）、札幌営業部、旭川、青森、八戸、むつ、秋田、横
手、大館、盛岡（矢巾町）、北上、一関、三陸（山田町）、大船渡、山形、庄内
（酒田市）、新庄、塩釜、石巻、気仙沼、古川、宮城県南（大河原町）、福島、
いわき、郡山営業部、会津、白河、新潟、長岡、上越、長野、水戸、つくば（土
浦市）、宇都宮、熊谷（深谷市）、首都圏営業部・広域営業部（柏市）、柏店、
千葉中央（八街市）、東京、多摩（入間市）、神奈川（厚木市）、横浜、三島
（沼津市）、浜松、岐阜羽島、中京営業部（みよし市）、金沢、京都南（八幡
市）、大阪（東大阪市）、松山（東温市）

高 速 シ ー パ ッ ク ㈱
本 社 仙台市宮城野区扇町七丁目4－20

工 場 ・ 営 業 所 仙台生産事業部、浜松生産事業部、東北（仙台市）、東海
（浜松市）、関東（松戸市）

㈱ 　 清 　 　 　 　 和
本 社 福岡市南区大楠一丁目22－22
営 業 所 ・ 工 場 静岡、福岡工場

日 本 コ ン テ ッ ク ㈱
本 社 東京都中央区日本橋小網町18－3

営 業 所 札幌、仙台、東京、西東京、名古屋、大阪、広島、高松、
福岡、鹿児島

プラス包装システム㈱ 本 社 ・ 工 場 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目5－13

常 磐 パ ッ ケ ー ジ ㈱
本 社 福島県いわき市内郷白水町浜井場23-1

工 場 ・ 営 業 所 いわき本社、いわき金坂、いわき梅ヶ平、ひたちなか、
一関

⑹　主要な営業所及び工場（2022年3月31日現在）
①　当社（㈱高速）

②　子会社
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従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 加
1,001（1,209）名 24（37）名

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 加 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
645（976）名 87（136）名 38.95歳 9.85年

⑺　従業員の状況（2022年3月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、契約社員等退職金制度適用対象外の社員、嘱託社員及びパートタイマ
ーは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数(当社から社外への出向者を除く)であり、契約社員等退職金制度適用対象外の
社員、嘱託社員及びパートタイマーは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2022年3月31日現在）
該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 20,973,920株（自己株式1,661,661株含む。）
③　株主数 4,173名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
高  速  興  産  株 式 会 社 5,495千株 28.46％
ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライス
ド ストツク フアンド（プリンシパル オール セクタ
ー サブポートフオリオ）

1,686 8.73

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,372 7.11
光 通 信 株 式 会 社 1,103 5.71
株 式 会 社 　 七 　 十 　 七 　 銀 　 行 638 3.30
赫 　 　 高 　 規 621 3.22
赫 　 　 裕 　 規 611 3.17
高 速 従 業 員 持 株 会 533 2.76
赫 　 　 由 美 子 508 2.63
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信託口、信託口4、信託A口、年金信託口、年金
特金口、証券投資信託口）

500 2.59

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2022年3月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式1,661,661株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３. ㈱日本カストディ銀行（信託口、信託口4、信託A口、年金信託口、年金特金口、証券投資信

託口）の所有株式数の内訳は、信託口が358,100株、信託口4、信託A口、年金信託口、年金
特金口、証券投資信託口の合計が142,400株であります。
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 赫 　 高 規
弁護士法人関西法律特許事務所　弁護士
京都大学法科大学院特別教授
㈱スーパーツール　社外取締役

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 赫 　 裕 規

取 締 役
専 務 執 行 役 員 我 妻 英 樹 営業部門管掌兼業務部管掌

取 締 役
常 務 執 行 役 員 小 林 弘 美 東海・中部支社長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 小 原 純 一 関東支社長

取締役（監査等委員・常勤） 岩 丸 富 男

取締役（監査等委員・常勤） 佐 々 木 　 茂 　 充

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 中 村 　 健
弁護士
㈱七十七銀行　社外取締役
㈱北洲　社外監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 内 田 貴 和 公認会計士・税理士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 伊 東 満 彦 弁護士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 沼 倉 雅 枝 公認会計士・税理士

⑵　会社役員の状況
①　取締役の状況（2022年3月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）中村健氏、内田貴和氏、伊東満彦氏及び沼倉雅枝氏は、社外取締役であ
ります。

２. 取締役（監査等委員）中村健氏及び伊東満彦氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地か
ら企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）内田貴和氏及び沼倉雅枝氏は、公認会計士及び税理士の資格を有してお
り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・
監督機能を強化するために、岩丸富男氏と佐々木茂充氏を常勤の監査等委員として選定してお
ります。

５. 2022年4月1日付けで、取締役の地位及び担当を次のとおり変更しております。
取締役専務執行役員我妻英樹氏は、営業部門管掌兼業務部管掌から営業部門管掌兼業務部管掌兼
広域営業本部長となっております。

６. 当社は、取締役（監査等委員）中村健氏、内田貴和氏、伊東満彦氏及び沼倉雅枝氏を株式会社
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社の子会社のすべての取締役、監査役並
びに執行役員であり、保険料は、全額当社が負担しております。当社取締役を含む被保険者がその
職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずること
のある損害を当該保険契約によって填補することとしております。
③　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以
下、「取締役」という）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しておりま
す。取締役の個人別の報酬の内容については、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・
報酬諮問委員会からの答申を受けて、取締役会において決定するものとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
１．基本方針
当社は、取締役の報酬等を、次の考え方に基づき決定しております。
・当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上への意欲を高める水準であるこ
と。
・当社の企業理念を実践できる優秀な人材の確保が可能な水準であること。
・経営戦略・経営計画の完遂や目標とする会社業績の達成を動機付けるために、各取締役の
職責及び実績並びに会社の期間業績を反映するものとすること。

２．報酬体系
当社の取締役の報酬は、報酬基本額を算定し、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗
じることにより算定しております。取締役会で別段の決定を行う場合を除き、金銭である報
酬のみとし、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗じた金額を12等分した月額固定報
酬として支給しております。

３．業績連動の仕組み
報酬基本額に乗じるべき業績指標に基づく料率は、次の業績指標の内容に基づく次の料率と
しております。
・前事業年度の営業利益が目標を5％以上上回った場合105％
・前事業年度の営業利益が目標を5％以上下回った場合95％
・前各号以外の場合100％
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区 分 報酬等総額
( 千 円 )

報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 対象となる
役員の員数
( 名 )基本報酬 業績連動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

90,647
(－)

87,550
(－)

3,097
(－)

－
(－)

9
(－)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（うち社外取締役）

18,450
(11,250)

18,450
(11,250)

－
(－)

－
(－)

6
(4)

合 　 　 　 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

109,097
(11,250)

106,000
(11,250)

3,097
(－)

－
(－)

15
(4)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2021年6月17日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名
（うち、社外取締役は0名）を含んでおります。

２. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まれておりません。

３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年6月23日開催の定時
株主総会において年額100,000千円以内（ただし、使用人部分は含まない。）と決議いただ
いております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、9名（う
ち、社外取締役は0名）です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月23日開催の定時株主総会において年額
20,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、5名（うち、社外取締役は3名）
です。

④　社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役（監査等委員）中村健氏は、株式会社七十七銀行の社外取締役及び株式会社北洲の社外
監査役であります。当社は株式会社七十七銀行との間で、預金の預け入れ、当座貸越契約の締
結並びに取立、内国為替などのサービスの利用を行っております。なお、株式会社北洲と当社
との間には特別な関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況
１. 取締役（監査等委員）中村健氏は、当事業年度に開催した取締役会13回の全てに出席し、

また、監査等委員会13回の全てに出席し、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験に基
づいて、議案の審議に必要な発言を行いました。主に弁護士としての専門的な見地から発言
を行っております。

２. 取締役（監査等委員）内田貴和氏は、当事業年度に開催した取締役会13回の全てに出席
し、また、監査等委員会13回の全てに出席し、公認会計士及び税理士としての専門的な知
識と幅広い経験に基づいて、議案の審議に必要な発言を行いました。主に公認会計士・税理
士としての専門的な見地から発言を行っております。

３. 取締役（監査等委員）伊東満彦氏は、当事業年度に開催した取締役会13回の全てに出席
し、また、監査等委員会13回の全てに出席し、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験
に基づいて、議案の審議に必要な発言を行いました。主に弁護士としての専門的な見地から
発言を行っております。

4. 取締役（監査等委員）沼倉雅枝氏は、当事業年度に開催した取締役会10回（期中の選任）
の全てに出席し、また、監査等委員会10回（期中の選任）回の全てに出席し、公認会計士
及び税理士としての専門的な知識と幅広い経験に基づいて、議案の審議に必要な発言を行い
ました。主に公認会計士・税理士としての専門的な見地から発言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
社外取締役として任務を怠ったことにより、当社に対して損害を与えた場合であっても、その
職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責
任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を、社外取締役と締結して
います。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、長期的に売上高及び利益を向上させ、その利益に見合った配当を安定的に継続す

ることが、経営の最重要課題と考えております。従って、配当につきましては、各事業年度の連結業
績、財務体質の強化、今後のグループ事業戦略等を勘案したうえ、取締役会の決議をもって決定して
おります。
当期につきましては、上記の方針に則り、期末配当金は1株につき22円として、2022年5月19日開

催の取締役会にて決議しております。2021年12月1日に1株につき22円の中間配当をお支払いいたし
ておりますので、年間配当金は1株につき44円となります。
また、次期の配当金につきましては基本方針を勘案し、2円増配し1株当たり46円（中間配当金23
円、期末配当金23円）を予定しております。
当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う
ことができる。」旨を定款に定めておりますが、当面、各事業年度における剰余金の配当の回数は、
期末と中間との年2回を考えております。
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（2022年3月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
投 資 不 動 産
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

29,122,544
9,762,447
12,990,332
1,085,648
4,846,645
87,228
161,339
212,832
△23,930

23,350,877
17,910,165
5,189,474
930,806

11,161,057
367,521
261,303
767,703
767,703

4,673,008
3,405,469
282,381
120,547
594,094
277,699
△7,183　

流 動 負 債 18,736,751
支払手形及び買掛金 7,864,587
電 子 記 録 債 務 7,333,079
未 払 金 972,923
リ ー ス 債 務 158,461
未 払 法 人 税 等 693,344
未 払 消 費 税 等 310,062
賞 与 引 当 金 861,669
そ の 他 542,623

固 定 負 債 1,598,873
長 期 未 払 金 26,420
リ ー ス 債 務 246,701
繰 延 税 金 負 債 466,072
退職給付に係る負債 788,608
そ の 他 71,070

負 債 合 計 20,335,624
純 資 産 の 部

株 主 資 本 31,941,875
資 本 金 1,690,450
資 本 剰 余 金 1,858,290
利 益 剰 余 金 29,748,626
自 己 株 式 △1,355,490

その他の包括利益累計額 195,921
その他有価証券評価差額金 284,548
退職給付に係る調整累計額 △88,627

純 資 産 合 計 32,137,796
資 産 合 計 52,473,421 負 債 純 資 産 合 計 52,473,421

連 結 貸 借 対 照 表
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（2021年4月 1日から
2022年3月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 91,817,782
売 上 原 価 73,685,831

売 上 総 利 益 18,131,950
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,435,491

営 業 利 益 3,696,458
営 業 外 収 益

受 取 利 息 29,038
受 取 配 当 金 26,614
仕 入 割 引 107,355
受 取 賃 貸 料 51,675
そ の 他 37,506 252,189

営 業 外 費 用
賃 貸 収 入 原 価 15,633
そ の 他 34,138 49,771
経 常 利 益 3,898,876

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,898,876
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,287,063
法 人 税 等 調 整 額 △50,242 1,236,820
当 期 純 利 益 2,662,056
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,662,056

連 結 損 益 計 算 書
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（2021年4月 1日から
2022年3月31日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,690,450 1,858,290 27,899,893 △1,355,320 30,093,313

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △830,429 △830,429
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,662,056 2,662,056

自己株式の取得 △170 △170

連結範囲の変動 17,105 17,105

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,848,732 △170 1,848,562

当連結会計年度末残高 1,690,450 1,858,290 29,748,626 △1,355,490 31,941,875

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括

利益累計額合計
当連結会計年度期首残高 323,249 △47,183 276,065 30,369,379

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △830,429
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,662,056

自己株式の取得 △170

連結範囲の変動 △17,105 △17,105 －

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) △21,594 △41,443 △63,038 △63,038

連結会計年度中の変動額合計 △38,700 △41,443 △80,144 1,768,417

当連結会計年度末残高 284,548 △88,627 195,921 32,137,796

連結株主資本等変動計算書
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（2022年3月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

25,267,121
8,513,388
298,185
868,161

10,272,555
33,245

3,557,840
2,564

109,907
1,635,074
△23,802

20,941,719
11,636,964
3,106,626
120,692
5,413

124,193
7,974,183
292,984
12,870
643,521
80,972
562,548

8,661,234
3,203,437
4,198,261
42,622
675,225
6,611
91,515
425,800
24,372
△6,611　

流 動 負 債 17,235,015
支 払 手 形 457,279
電 子 記 録 債 務 7,746,585
買 掛 金 5,947,939
関係会社短期借入金 600,000
リ ー ス 債 務 128,223
未 払 金 580,964
未 払 法 人 税 等 556,542
未 払 消 費 税 等 250,215
賞 与 引 当 金 590,900
そ の 他 376,364

固 定 負 債 2,489,160
関係会社長期借入金 1,900,000
リ ー ス 債 務 195,026
預 り 保 証 金 59,374
退 職 給 付 引 当 金 331,393
そ の 他 3,365

負 債 合 計 19,724,175
純 資 産 の 部

株 主 資 本 26,275,033
資 本 金 1,690,450
資 本 剰 余 金 1,858,290
資 本 準 備 金 1,858,290
利 益 剰 余 金 24,081,783
利 益 準 備 金 93,542
そ の 他 利 益 剰 余 金 23,988,241
圧 縮 積 立 金 89,694
別 途 積 立 金 4,850,000
繰 越 利 益 剰 余 金 19,048,546

自 己 株 式 △1,355,490
評 価 ・ 換 算 差 額 等 209,632
その他有価証券評価差額金 209,632
純 資 産 合 計 26,484,665

資 産 合 計 46,208,841 負 債 純 資 産 合 計 46,208,841

貸　借　対　照　表
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（2021年4月 1日から
2022年3月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 75,424,734
売 上 原 価 61,120,674
売 上 総 利 益 14,304,060

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,335,798
営 業 利 益 2,968,261

営 業 外 収 益
受 取 利 息 34,703

受 取 配 当 金 194,444

受 取 賃 貸 料 58,171

仕 入 割 引 104,986

そ の 他 43,565 435,871
営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,067

売 上 割 引 7,738

賃 貸 収 入 原 価 15,522

そ の 他 10,165 57,493
経 常 利 益 3,346,640

特 別 利 益
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 1,791,084 1,791,084
税 引 前 当 期 純 利 益 5,137,724
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,046,880

法 人 税 等 調 整 額 △47,699 999,181
当 期 純 利 益 4,138,542

損　益　計　算　書
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（2021年4月 1日から
2022年3月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 1,690,450 1,858,290 93,542 90,902 4,850,000 15,739,224 20,773,670

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 △1,207 1,207 －

剰余金の配当 △830,429 △830,429

当期純利益 4,138,542 4,138,542

自己株式の取得

合併による増加
株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － △1,207 － 3,309,321 3,308,113

当期末残高 1,690,450 1,858,290 93,542 89,694 4,850,000 19,048,546 24,081,783

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金

当期首残高 △1,355,320 22,967,089 251,871 23,218,961

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △830,429 △830,429

当期純利益 4,138,542 4,138,542

自己株式の取得 △170 △170 △170

合併による増加 2,622 2,622
株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） △44,862 △44,862

事業年度中の変動額合計 △170 3,307,943 △42,239 3,265,703

当期末残高 △1,355,490 26,275,033 209,632 26,484,665

株主資本等変動計算書
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 澤 田 修 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 士 直 和

2022年5月18日
株式会社　高　　速
取締役会　御中

　　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ
　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社高速の2021年4月1日から2022年

3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社高速及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 澤 田 修 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 士 直 和

2022年5月18日
株式会社　高　　速
取締役会　御中

　　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ
　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社高速の2021年4月1日から

2022年3月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第５９期事業年度の取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3）　連結計算書類の監査結果
　　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月19日
株式会社　高　　速　監査等委員会

常勤監査等委員 岩 丸 富 男 ㊞
常勤監査等委員 佐 々 木 　 茂 　 充 ㊞
監 査 等 委 員 中 村 　 健 ㊞
監 査 等 委 員 内 田 貴 和 ㊞
監 査 等 委 員 伊 東 満 彦 ㊞
監 査 等 委 員 沼 倉 雅 枝 ㊞

（注）　監査等委員中村健、内田貴和、伊東満彦及び沼倉雅枝は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみな
すことができる。

（削　　除）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることと
なりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

(3) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期
日経過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

（電子提供措置等）
（新　　設） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について電子提供措置を
とる。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事
項のうち法務省令で定めるものの
全部または一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求をし
た株主に対して交付する書面に記
載することを要しないものとす
る。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 現行定款第14条（株主総会参考書
類等のインターネット開示とみな
し提供）の削除及び定款第14条
（電子提供措置等）の新設は、
2022年９月１日から効力を生ず
るものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、2022
年９月１日から６か月以内の日を
株主総会の日とする株主総会につ
いては、現行定款第14条（株主総
会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）は、なお効力を
有する。

３ 本条の規定は、2022年９月１日
から６か月を経過した日または前
項の株主総会の日から３か月を経
過した日のいずれか遅い日後にこ
れを削除する。
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候補者番号 1
てらし

赫　
 

　　
こ  　う  　き

高　規
再 任

生年月日
1969年5月20日
所有する当社の株式数
621,800株
取締役在任年数
16年
取締役会出席状況
13回中13回
　

略歴、当社における地位及び担当
    2000年    4月 大阪弁護士会登録
    2003年    6月 当社監査役
    2006年    6月 取締役副社長
    2013年    4月 取締役副会長

　    6月 代表取締役副会長
    2015年    6月 代表取締役会長

現在に至る
重要な兼職の状況
弁護士法人関西法律特許事務所　弁護士
京都大学法科大学院特別教授
㈱スーパーツール　社外取締役

取締役候補者とした理由
管理部門における業務執行経験が豊富であり、取締役として16年、代表取締役と
して9年の経営経験のほか、弁護士としての専門的知見を有し、当社取締役会に
おける重要な意思決定および業務執行の監督の役割ならびに経営の最高責任者と
しての役割を十分に果たしてきました。
これまでの経営手腕および実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。　

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総

会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化のため２名増員し、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である

と判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号 2
てらし

赫　　
 

　
ゆ  　う  　き

裕　規
再 任

生年月日
1971年8月1日
所有する当社の株式数
611,800株
取締役在任年数
14年
取締役会出席状況
13回中13回
　

略歴、当社における地位及び担当
    2000年    4月 当社入社
    2008年    6月 取締役連結事業本部長
    2009年    4月 常務取締役連結事業本部長
    2011年    4月 専務取締役連結事業本部長
    2013年    4月 取締役副社長

　    6月 代表取締役副社長
    2014年    4月 代表取締役社長
    2021年    6月 代表取締役社長執行役員

現在に至る
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
管理部門・営業部門両面における業務執行経験が豊富であり、取締役として14
年、代表取締役として9年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思
決定および業務執行の監督の役割ならびに経営の最高責任者としての役割を十分
に果たしてきました。
これまでの経営手腕および実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。　

候補者番号 3
 わ　が　つ　ま 

我　妻　
 ひ　　で　　き

英　樹
再 任

生年月日
1970年3月13日
所有する当社の株式数
2,000株
取締役在任年数
13年
取締役会出席状況
13回中13回

　

略歴、当社における地位及び担当
    1992年    4月 当社入社
    2004年    4月 執行役員千葉支社長
    2009年    6月 取締役関東支社長
    2012年    4月 常務取締役関東支社長兼東海・近畿支社長
    2015年    6月 専務取締役東海・近畿支社管掌兼関東支社長
    2017年    4月 専務取締役営業部門管掌兼業務部管掌
    2021年    6月 取締役専務執行役員営業部門管掌兼業務部管掌
    2022年    4月 取締役専務執行役員営業部門管掌兼業務部管掌

兼広域営業本部長
現在に至る

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
豊富な業務執行経験と知見に基づき、専務執行役員として当社全体の営業部門お
よび業務部門統括に大きな役割を果たすとともに、取締役として13年の経営経験
を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の監督の役割を十
分に果たしてきました。
これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。　
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候補者番号 4
お　ば　ら 

小　原　
じ ゅ ん い ち 

純　一
再 任

生年月日
1970年7月10日
所有する当社の株式数
3,400株
取締役在任年数
7年
取締役会出席状況
13回中13回

略歴、当社における地位及び担当
    1993年    4月 当社入社
    2011年    4月 執行役員北東北支社長
    2015年    4月 執行役員東海・近畿支社長

　    6月 取締役東海・近畿支社長
    2016年    4月 取締役関東支社長兼東海・近畿支社長兼神奈川営業部長
    2018年    4月 取締役関東支社長

　    6月 常務取締役関東支社長
    2021年    6月 取締役常務執行役員関東支社長

現在に至る
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
支社長としての営業部門における業務執行経験が豊富であり、また、取締役とし
て7年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行
の監督の役割を十分に果たしてきました。
これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。

　

候補者番号 5
こ　ば　や　し

小　林　
ひ　ろ　み

弘　美
再 任

生年月日
1970年5月4日
所有する当社の株式数
4,400株
取締役在任年数
13年
取締役会出席状況
13回中13回
　

略歴、当社における地位及び担当
    1993年    4月 当社入社
    2004年    4月 執行役員北東北支社長
    2009年    6月 取締役北東北支社長
    2011年    6月 取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長
    2015年    6月 常務取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長
    2018年    4月 常務取締役北東北支社・中東北支社・岩手三陸沿岸支社及び機

械拡販部管掌兼宮城支社長
    2019年    4月 常務取締役宮城支社長
    2021年    4月 常務取締役東海・中部支社長

　    6月 取締役常務執行役員東海・中部支社長
現在に至る

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
支社長として広域にわたる営業部門における業務執行経験が豊富であり、また、
取締役として13年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定およ
び業務執行の監督の役割を十分に果たしてきました。
これまでの実績に鑑み、引き続き取締役候補者としております。

　

－ 33 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者番号 6
 い 　 わ 　 さ 　 わ  

岩　澤
 

　
 

み
 

ゆ
 

き
新 任

生年月日
1972年7月25日
所有する当社の株式数
4,900株
取締役在任年数
　－
取締役会出席状況
　－
　

略歴、当社における地位及び担当
1993年 4月 当社入社
2016

2019
2021

年

年
年

4
6
4
4
6

月
月
月
月
月

人事総務部長
取締役人事総務部長
取締役人事部長
取締役人事部長兼総務部管掌
上席執行役員人事部長兼総務部管掌
現在に至る

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
人事・総務部門における業務執行経験が豊富であり、過去において取締役として
5年の経営経験を有し、当社取締役会における重要な意思決定および業務執行の
監督の役割を十分に果たしてきました。
これまでの実績に鑑み、取締役候補者としております。

　

候補者番号 7
み た む ら

三 田 村　　 
たかし

崇
新 任

生年月日
1976年12月18日
所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
　－
取締役会出席状況
　－
　

略歴、当社における地位及び担当
2014年 7月 当社入社
2019年 4月 経理部長兼システム部次長
2021年 4月 社長室長兼経理部長
2021年 6月 上席執行役員社長室長兼経理部長

現在に至る
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
経理部門における経験が豊富なだけではなく、システム部での業務経験があるこ
とからＩＴに精通しており、会計・システム面において当社取締役会における重
要な意思決定および業務執行の監督の役割を十分に果たすことができる人材であ
るため、取締役候補者としております。
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（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し

ており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補するこ
ととしております。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 35 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者番号 1
さ と う

佐　藤　
ぎ す け

義　助
新 任

生年月日
1954年3月10日
所有する当社の株式数
16,500株
監査等委員在任年数
　－
取締役会出席状況
　－
監査等委員会出席状況
　－
　

略歴、当社における地位及び担当
1973年 3月 当社入社
2002年 4月 執行役員中東北営業統括部長
2007年 4月 執行役員東海・近畿支社長

昌和物産株式会社取締役
2010年 4月 昌和物産株式会社常務取締役
2011年 4月 昌和物産株式会社専務取締役
2012年 6月 当社取締役
2015年 4月 昌和物産株式会社代表取締役専務
2021年 4月 当社東海・中部支社中京営業部営業顧問

現在に至る
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
過去に当社の取締役としての業務執行経験を豊富に有することから、当社取締役
会の監査・監督機能強化に活かされることを期待し、監査等委員である取締役候
補者としております。

　

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に鑑み、監査の実効性を引き続き

確保できるものと判断したため、監査等委員である取締役を１名減員の５名体制とし、監査等委員
である取締役４名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号 2
 な 　 か 　 む 　 ら  

中　村　　　
けん

健
再 任（社外取締役）

生年月日
1948年1月7日
所有する当社の株式数
2,000株
監査等委員在任年数
6年
取締役会出席状況
13回中13回
監査等委員会出席状況
13回中13回
　

略歴、当社における地位及び担当
1974年 4月 仙台弁護士会登録
1977年 9月 中村法律事務所開設
1996年 6月 当社監査役
2013年 6月 当社取締役（社外）
2016年 6月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る
重要な兼職の状況
中村法律事務所　　　　弁護士
株式会社七十七銀行　　社外取締役
株式会社北洲　　　　　社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年の弁護士としての高度な法務知識と幅広い経験を有しており、当社取締役会
の監査・監督機能強化に活かされることを期待し、引き続き監査等委員である社
外取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号 3
う 　 　 ち 　 　 だ

内　田　
た 　 か 　 か 　 ず

貴　和
再 任（社外取締役）

生年月日
1954年3月16日
所有する当社の株式数
0株
監査等委員在任年数
6年
取締役会出席状況
13回中13回
監査等委員会出席状況
13回中13回
　

略歴、当社における地位及び担当
1986年 3月 公認会計士登録
1995年 2月 税理士登録
2000年 9月 内田公認会計士事務所開設
2007年 6月 当社監査役
2016年 6月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る
重要な兼職の状況
内田公認会計士事務所　公認会計士・税理士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年の公認会計士・税理士としての財務および会計に関する高度な知識と幅広い
経験を有しており、当社取締役会の監査・監督機能強化に活かされることを期待
し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

　

候補者番号 4
い 　 　 と 　 　 う

伊　東　
み 　 つ 　 ひ 　 こ

満　彦
再 任（社外取締役）

生年月日
1970年10月2日
所有する当社の株式数
0株
監査等委員在任年数
6年
取締役会出席状況
13回中13回
監査等委員会出席状況
13回中13回

略歴、当社における地位及び担当
1997年 4月 裁判官任官
2005年 5月 仙台弁護士会登録
2013年 6月 当社監査役
2016年 6月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る
重要な兼職の状況
仙台そよかぜ法律事務所　　弁護士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年の弁護士としての高度な法務知識と幅広い経験を有しており、当社取締役会
の監査・監督機能強化に活かされることを期待し、引き続き監査等委員である社
外取締役として選任をお願いするものです。
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．中村健氏、内田貴和氏及び伊東満彦氏は社外取締役であります。
３．当社は、中村健氏、内田貴和氏及び伊東満彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立
役員とする予定であります。

４．当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、非業務執行取締役の賠償責任を一定の範囲
に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。

当社は、中村健氏、内田貴和氏及び伊東満彦氏との間で責任限定契約を締結しておりま
す。中村健氏、内田貴和氏及び伊東満彦氏が選任された場合には、三氏との当該契約を継続
する予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結
しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負
うことまたは当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約によって填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任さ
れた場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しております。
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氏名 本定時株主総会後の
地位（予定）

特に期待する分野・スキル

コーポレートフ
ィロソフィー・
経営戦略

マーケティング・
業界経験

テクノロジー・
情報システム

ESG（環境・社会・
ガバナンス）

法務・
リスクマネジメント

財務・会計・
税務・M＆A

赫 高規 代表取締役会長 ● ● ●

赫 裕規 代表取締役
社長執行役員 ● ● ●

我妻 英樹 取締役
専務執行役員 ● ●

小原 純一 取締役
専務執行役員 ● ●

小林 弘美 取締役
常務執行役員 ● ●

岩澤 みゆき 取締役
常務執行役員 ● ● ●

三田村 崇 取締役
常務執行役員 ● ● ●

佐藤 義助 取締役
（監査等委員） ● ●

中村 健 取締役
（監査等委員） ● ●

内田 貴和 取締役
（監査等委員） ● ●

伊東 満彦 取締役
（監査等委員） ● ●

沼倉 雅枝 取締役
（監査等委員） ● ● ●

【ご参考】本定時株主総会後の取締役（予定）のスキル・マトリックス
　当社は、意思決定の迅速性を確保するため、定款の定めにより、監査等委員でない取締役の員数を12
名以内としております。当社では、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため、社内取締役
については十分な業界経験や実務経験、専門性を有している者を、社外取締役については高度な専門性や
幅広い見識を持った者を候補としております。それによって、取締役会全体として、当社グループの事業
に関する知見と専門性のバランスに留意した、多様性のある構成とすることが重要であると考えておりま
す。
　また、当社の経営戦略実現に向けて取締役会が備えるべきスキルは、「コーポレートフィロソフィー・
経営戦略」「マーケティング・業界経験」「テクノロジー・情報システム」「ESG（環境・社会・ガバナ
ンス）」「法務・リスクマネジメント」「財務・会計・税務・M&A」と特定しております。当社の取締
役が有している主なスキルは、以下の通りです。

※各人の有するスキル等のうち、主なもの最大３つに●を付けており、有するすべての知見を表すもので
はありません。
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い 　 ち 　 か 　 わ

市　川　
ひ 　 　 ろ 　 　 こ

裕　子
再 任（社外取締役）

生年月日
1970年2月25日
所有する当社の株式数
0株
　

略歴、当社における地位及び担当
2002年10月 大阪弁護士会登録
2011年 1月 市川法律事務所開設

現在に至る
重要な兼職の状況
市川法律事務所　　弁護士

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年の弁護士としての高度な法務知識と幅広い経験を有しており、当社取締役会
の監査・監督機能強化に活かされることを期待し、補欠の監査等委員である社外
取締役候補者として選任をお願いするものです。　

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員で

ある取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．市川裕子氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、非業務執行取締役の賠償責任を一定の範囲に
限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
市川裕子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で、責任限定契

約を締結する予定であります。
４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し
ており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。市
川裕子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
当社は、監査等委員会設置会社に移行した2016年6月以前、1993年3月25日開催の臨時株主総

会において、取締役の報酬限度額は年額100,000千円以内（ただし、使用人部分は含まない。）と
決議いただいたのち、長きにわたり報酬限度額を変更しておりませんでした。その後、2016年6月
に監査等委員会設置会社に移行した際にも、2016年6月23日開催の定時株主総会において、当社
の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬限度額は、年額
100,000千円以内と決議いただき今日に至っております。
今般、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を2名増員することに伴い、取締役の報酬額を

年額200,000千円以内と改めさせていただきたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等

を総合的に勘案しつつ、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当である
ものと判断しております。
また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告12ページに記載のと

おりであります。なお、現在の取締役は5名（うち社外取締役0名）でありますが、第2号議案が原
案どおり承認可決されますと、取締役は7名（うち社外取締役0名）となります。
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第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件
当社は、監査等委員会設置会社に移行した2016年6月以前、1982年9月30日開催の定時株主総

会において、監査役の報酬限度額は年額10,000千円以内と決議いただいたのち、長きにわたり報
酬限度額を変更しておりませんでした。その後、2016年6月に監査等委員会設置会社に移行した
際、2016年6月23日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役の増加等を踏まえ、
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただき今日に至っ
ております。
その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額

を年額40,000千円以内と改めさせていただきたいと存じます。
なお、現在の監査等委員である取締役は6名（うち社外取締役4名）でありますが、第3号議案が

原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は5名（うち社外取締役4名）となりま
す。

以　上
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交通のご案内

第59回定時株主総会会場のご案内
会　場　仙台市青葉区中央１丁目１番１号

電話　（022）268－2525
ホテルメトロポリタン仙台　４階　千代の間（西南）
※会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。

〔会場付近略図〕
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※会場に駐車場がございませんので、お近くの有料駐車場をご利用ください。


